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安全対策について 
 

森を育てる会は保全作業をする会です。安直に「危険なことはしない」というなら活動自体が成立し

ません。楽しく実りある活動をするために危険と上手につきあい、安全の確率をあげることを考えて

きました。  

◆森会では安全のためこんな努力をしています。どうぞ御協力を！ 

1.基本的に自分の安全は自分で守ります。 

2.同時に他人に危険を及ぼさないよう配慮し、同行する 15 歳未満の子供についても保護者は同様の

心配りをします。 

3.活動日は当日の予定作業や事前に想定される危険･その対策などを盛り込んだ実施計画書（世話役

作成）に基いて運営しています。 

4.参加者は世話役、安全世話役など運営スタッフの指示に従って、安全な運営に協力しています。  

5.救急箱を活動地に持っていきます。 

※中には応急医薬品、近隣の病院の地図などが入っています。 

※万一の事故に備えて、会員は全員ボランティア保険に加入しています。但し保険の加入対象は小学

生以上です。 

原則として保険の範囲を越える補償には、応じかねますのでご了承下さい。 

※当会で加入しているボランティア保険は、森を育てる会以外のボランティア活動中の事故にも適用

できる場合があります。 

 

◆それでも万が一、事故が起きた場合の連絡体制について  

 事故発生！ 

  ↓                   

その日の世話役・安全世話役へ連絡 

  ↓                        
事故の度合いによっては、ここで救急車要請 
救急処置・救急法の実施 

↓               ↓ 

自然観察センターへ連絡 ⇔ 会代表または事務局へ連絡 

092-871-2112             

   

□医療機関へ搬送        □一時費用発生の対応 

□事故当事者家族へ連絡    □報道機関への対応 

□ボランティア保険の対応    □他の参加者の行事進行判断 

□事故発生時の記録 

 

      


